
特定非営利活動促進法の概要等

平成26年5月

市民活動促進担当
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説明内容

１．特定非営利活動法人制度

２．事業報告書等の作成にかかる留意点について

３．ＮＰＯ会計基準の留意点について
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１．特定非営利活動法人制度
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平成８年 １２月 「市民活動促進法案」第139回国会提出（議員立法）
以後、継続審議

平成１０年 ３月１９日 「特定非営利活動促進法」（以下、NPO法）が全会一致で成立
（同年１２月１日施行）

平成１１年 ６月 「特定非営利活動法人の会計の手引き」公表
（経済企画庁（現内閣府）国民生活局）

８月５日 超党派のＮＰＯ議員連盟が発足

平成１３年 １０月１日 認定特定非営利活動法人制度（以下、認定制度）の創設
・認定ＮＰＯ法人へ寄附金について所得控除を導入
（平成１３年度税制改正）

平成２２年 ７月 「ＮＰＯ法人会計基準」策定（ＮＰＯ法人会計基準協議会）
※平成２３年１１月改訂

平成２３年 ６月１５日 改正ＮＰＯ法が全会一致で成立（平成２４年４月１日施行）
・認定制度の見直し（仮認定制度の導入 等）
・ＮＰＯ法人の認証・認定事務を地方自治体に一元化 等

６月３０日 認定ＮＰＯ法人の税制上の優遇措置の拡充、認定基準の緩和
（平成２３年度税制改正）

１１月 「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会報告」（内閣府）

※特定非営利活動促進法については、超党派で議論。 4

特定非営利活動法人制度・これまでの歩み
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認定※

NPO法人
有効期間５年

任意団体
① 認証申請

② 認証

認証基準
・会員に利益を分配しない
・会員資格に不当条件がない
・宗教・政治活動等が主目的でない
・暴力団等でない 等

緩やかな指導・監督

③ 認定・仮認定申請

④ 認定・仮認定

認定基準
・PSTに適合
・運営組織及び経理が適切
・事業活動の内容が適正
・法令違反の事実等がない
・設立から1年を超えている 等
※仮認定はPST免除

厳格な指導・監督

支援（寄附等）

情報公開

公開書類
・役員名簿
・定款
・事業報告書 等

公開書類
・給与規程
・収益の明細
・助成金支給実績 等

一層の情報公開

認証段階での監督

報告徴収、立入検査
・法令違反等の相当な疑い

改善命令
・認証要件の欠格
・法令又は法令に基づく行政庁の
処分に違反 等

認証取消
・3年間事業報告書の提出なし
・改善命令に違反 等

認定後の監督

報告徴収、立入検査
・法令違反等の疑い

改善勧告、勧告措置命令
・認定要件の欠格
・法令違反等の相当な疑い 等

認定取消
・法令又は勧告措置命令に違反等

仮認定
NPO法人
有効期間3年

支援（寄附等※）

※認定NPO法人等に対する寄
附には税制優遇措置の適用

内閣府

※5年毎に認定更新を受けること
で認定継続

内閣府の事務
・認定制度の実施に関して地域
間の均衡を図るため特に必要
があると認めるとき、所轄庁へ
指示

・インターネット等での情報提供

【制度の目的】
（認証制度）ボランティア団体等に法人格を付与することにより市民が行う自由な社会貢献活動を促進
（認定制度）NPO法人のうち一定の要件を満たすものについて認定を行い、NPO法人への寄附を促進

ＮＰＯ
法人
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市民によるチェック

市民によるチェック

NPO法人制度における認証、認定、監督等の概略図



 特定非営利活動法人（NPO法人）とは、特定非営利活動促進法に基づき、
所轄庁による認証を経て、法人格を取得した法人

NPO法人格取得のメリット NPO法人となるための基準

 社会的信用の向上
⇒権利の主体、団体名での契約等

 資金調達の手段の増加
⇒会費、寄附金、助成金、融資等

 法人税の優遇
⇒法人税・法人事業税・法人住民税

法人税割の収益事業課税※１

 登録免許税非課税※２

① 特定非営利活動を行うことが主たる目的
② 営利を目的としない

（利益を社員で分配しない）
③ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を

付さない
④ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数

の3分の1以下
⑤ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするもの

でない
⑥ 特定の公職者（候補者を含む）又は政党を

推薦、支持、反対することを目的とするもので
ない

⑦ 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の
構成員等の統制の下にある団体でない

⑧ 10人以上の社員を有する
6

※１ 法人住民税均等割は、自治体によっては収益事業を
行っていないＮＰＯ法人に対して免税としている団体も
ある。例えば、東京２３区内のみに事務所を設けている
場合は東京都条例に基づき７万円全額免税となってい
る。

※２ 法人登記の登録免許税は非課税となるが、不動産登記
に係る登録免許税は課税。

NPO法人制度の概要（１）：認証



 ＮＰＯ法人が、一定の要件を満たし、所轄庁の認定を受ければ、認定NPO法人

となり、その法人へ寄附した市民、企業が税制上優遇され、より多くの寄附が
集まることが期待される。

認定NPO法人格取得のメリット 認定NPO法人となるための基準

認定を受けるためには、次の①～⑧を全て満たす
ことが必要
①実績判定期間において、パブリック・サポート・

テスト（ＰＳＴ）を満たしている※４

②実績判定期間において、事業活動における
共益的な活動の占める割合が、50％未満

③運営組織および経理が適切である
④事業活動の内容が適切である
⑤情報公開を適切に行っている
⑥事業報告書等を所轄庁に提出している
⑦法令違反、不正の行為、公益に反する事実等

がない
⑧設立の日から1年を超える期間が経過し、

少なくとも２つの事業年度を終えている

7

※３ 都道府県において条例で指定された場合は４％、市
町村において条例で指定された場合は６％、合計で

高１０％まで控除される。

 寄附者に対する税制優遇
【個人】
⇒所得税における所得控除または

税額控除の選択制

⇒住民税の税額控除※３

⇒寄附額の相続税非課税

【法人】
⇒特別損金算入限度額の適用

 認定NPO法人に対する税制優遇
⇒みなし寄附金制度

※４ 仮認定を受ける場合は、ＰＳＴ基準は免除

NPO法人制度の概要（２）：認定
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※上記グラフにおける認定法人数のうち、所轄庁認定、所轄庁仮認定法人数は
各月末の法人数を示す。旧認定（国税庁）法人数は翌月初の法人数を示す。

※下表認証法人数及び認定法人数は各年度末の法人数を示す
※下表平成24～25年度の認定法人数には、仮認定法人数を含む

年度 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
平成25年度 新
認証/3月末現在
認定/3月末現在

認証法人数 23  1,724  3,800  6,596  10,664  16,160  21,280  26,394  31,115  34,369  37,192  39,732  42,386  45,140 47,542 48,992

認定法人数 － － － 3  12  22  30  40  58  80  93  127  198  244 407 628

※特定非営利活動促進法は平成10年12月施行。認定制度は平成13年10月に創設
※認定法人のうち国税庁認定と所轄庁認定が重複する法人は便宜上所轄庁認定として

カウントし、総認定件数において１法人と数えている（14法人）
※認定法人数は認証法人数の内数

●認定数は改正特定非営利活動促進法施行後急速に増加。今後も着実な増加が期待される。
総認定件数628件。所轄庁認定398件（認定244件、仮認定121件（平成26年3月31日現在））

特定非営利活動法人の認定数の推移



●認証数・認定数ともに、東京・神奈川といった首都圏や、大阪、愛知、福岡などの大都市圏が多い。

●改正法施行後２年が経過し、全国各地で所轄庁認定・仮認定法人が誕生しており、認定が出ていない都道府
県は残り１県（福井県）のみとなっている。

所轄庁別認証・認定特定非営利活動法人数の状況
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所轄庁
認証

法人数
所轄庁認定

法人数
所轄庁仮認
定法人数

国税庁認定
法人数

所轄庁
認証

法人数
所轄庁認定

法人数
所轄庁仮認
定法人数

国税庁認定
法人数

所轄庁
認証

法人数
所轄庁認定

法人数
所轄庁仮認
定法人数

国税庁認定
法人数

北海道 1,133 5 2 2 三重県 663 3 1 沖縄県 602 1 2 2

青森県 371 1 1 滋賀県 591 9 札幌市 887 7 4 5

岩手県 453 4 1  京都府 512 4 1 仙台市 419 3 1 2

宮城県 354 2 1 大阪府 1,663 2 3 2 さいたま市 383 4 3

秋田県 337 2 兵庫県 1,299 6 3（1） 千葉市 355 1

山形県 399 4 1 奈良県 507 1 横浜市 1,388 16 3 12

福島県 786 7 1 和歌山県 370 1 川崎市 336 3 1

茨城県 731 5 1 5(1) 鳥取県 249 1 相模原市 191 4 1 2

栃木県 576 7 1 2 島根県 274 4 2 新潟市 235 1

群馬県 803 4 3 岡山県 428 1 静岡市 300 1 1

埼玉県 1,608 11 7 2 広島県 456 1 1 1 浜松市 232 1 2

千葉県 1,569 11 8 7 山口県 417 1 2 名古屋市 776 4 9

東京都 9,360 64 39 126（8） 徳島県 327 1 1 京都市 800 5 2 5(2)

神奈川県 1,391 14 1 7（1） 香川県 337 1 大阪市 1,521 10 5 4

新潟県 412 2 3 愛媛県 427 2 2 1 堺市 248

富山県 348 1 1 高知県 313 4 1 神戸市 720 3 2 3

石川県 350 2 2 福岡県 809 1 1 岡山市 310 4 1 4

福井県 252 佐賀県 355 3 2 1 広島市 384 1

山梨県 424 2 2 1 長崎県 457 1 3 2 北九州市 278 1 1

長野県 953 1 1 4 熊本県 386 福岡市 643 2 1 6（1）

岐阜県 751 5 1 1 大分県 495 1 熊本市 330 1

静岡県 671 1 1 宮崎県 408 1 269 129

愛知県 1,026 5 5 4 鹿児島県 853 2

※認証法人数は平成26 年3月末日現在、認定法人数は所轄庁認定(平成26年3月末日現在)及び国税庁認定(平成26年4月1日現在)の合計 628
※認定法人数は認証法人数の内数

※国税庁認定法人数のうち括弧書きは所轄庁認定との重複法人数であり、総認定法人数よりその数を除く

総認定法人数

全国 48,992 244（14）
398



２．事業報告書等の作成にかかる
留意点について
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（１）事業報告書の現在の記載例
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事業年度終了後の報告（第27条・28条・29条・30条）

ＮＰＯ法人は、所轄庁の条例で定めるところにより、毎事業年度初めの３カ月以内に、前事業年度
の事業報告書、計算書類（活動計算書、貸借対照表）、財産目録などを作成し、すべての事務所に
備え置くとともに、所轄庁に提出することが必要です。ＮＰＯ法人の会計については、正規の簿記の
原則に従って会計簿を記帳するなど、特定非営利活動促進法第27条に定められた会計の原則に
従い会計処理を行わなければなりません。
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ＮＰＯ法人の報告義務

提出書類

１ 事業報告書等提出書

２ 事業報告書 事
業
報
告
書
等
（
法
28
①
）

３ 活動計算書
計算書類（法27三）

４ 貸借対照表

５ 財産目録

６
年間役員名簿
（前事業年度において役員であった者の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無
を記載した名簿）

７ 前事業年度の末日における社員のうち１０人以上の者の名簿
（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）

○毎事業年度初めの３カ月以内に提出する書類
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事業報告書の記載例

○ 年度（事業年度の期間）
○ 法人名

１ 事業の成果

２ 事業の実施に関する事項
（１）特定非営利活動に係る事業
（２）その他の事業

※内閣府の記載例も
同様の書式



（２）情報開示のあり方

―共助社会づくり懇談会における議論―
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●ＮＰＯ等による地域の絆を活かした共助の活動を推進するため、必要な政策課題の分析と支援策の検討を行う場と

して、内閣府経済財政政策担当大臣の下、有識者による「共助社会づくり懇談会」を設置（平成25年４月）

●平成25年６月より人材面、資金面、信頼性の向上の３つのワーキング・グループで検討を行い、報告書を取りまとめ

（平成25年12月2４日）

◎奥野 信宏 中京大学総合政策学部教授

○永沢 映 （特活）コミュニティビジネスサポートセンター代表理事
曽根原 久司 （特活）えがおつなげて代表理事
田尻 佳史 （特活）日本ＮＰＯセンター常務理事／事務局長
宮城 治男 （特活）ＥＴＩＣ.代表理事
岡本 拓也 （特活）ソーシャル・ベンチャー・パートナーズ東京代表理事 ・（特活）カタリバ理事
木下 斉 （一社）エリア・イノベーション・アライアンス代表理事

○深尾 昌峰 （公財）京都地域創造基金理事長

岸本 幸子 （公財）パブリックリソース財団専務理事／事務局長
高橋 一朗 西武信用金庫常勤理事／業務推進企画部長
水谷 綾 （社福）大阪ボランティア協会事務局長

木村 真樹 コミュニティ・ユース・バンクmomo代表理事・（一財）あいちコミュニティ財団代表理事
宗友 輝夫 （株）日本政策金融公庫国民生活事業本部融資企画部長

○山内 直人 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授/日本ＮＰＯ学会前会長

大久保 朝江 （特活）杜の伝言板ゆるる代表理事
横田 能洋 （特活）茨城ＮＰＯセンター・コモンズ常務理事・ＮＰＯ法人会計基準協議会事務局長
川口 昌紀 日本税理士会連合会 公益活動対策部副部長・近畿税理士会常務理事 公益活動対策部長
佐久間 清光 日本公認会計士協会 非営利法人委員会 副委員長
佐藤 大吾 （一財）ジャスト・ギビング・ジャパン代表理事
鈴木 康久 京都府府民生活部府民力推進課長

◎は座長、○はＷＧの主査
太字は懇談会委員

細字はＷＧのみに参加人
材
Ｗ
Ｇ

資
金
Ｗ
Ｇ

信
頼
Ｗ
Ｇ
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共助社会づくり懇談会



○共助社会づくり懇談会

第1回 4月25日 フリーディスカッション

第2回 5月8日 SBによる事業収入の拡大の方策
NPO法人の信頼性向上について

第3回 5月22日 資金調達環境改善のための方策
これまでの論点整理

第4回 5月27日 中間とりまとめ

第5回 8月29日 各WG主査からの報告

第6回 12月24日 各WG報告書とりまとめ

○人材面の課題に関するワーキング・グループ

第1回 6月28日 フリーディスカッション

第2回 7月16日 来年度新規事業について

第3回 7月25日 来年度新規事業について

第4回 8月8日 中小企業のソーシャル化について
企業との人材交流等について

第5回 9月30日 来年度事業の成果の評価について
企業とNPOとの人材交流について

第6回 11月18日 報告書のとりまとめについて

○資金面の課題に関するワーキング・グループ

第1回 7月2日 フリーディスカッション

第2回 7月25日 委員からの事業提案

第3回 8月21日 資金面の課題に関する議論の整理

第4回 10月31日 共助社会の場づくりについて

第5回 11月21日 報告書のとりまとめについて

○信頼性の向上に関するワーキング・グループ

第1回 7月17日 外部専門家からのヒアリング

第2回 8月19日 所轄庁からのヒアリング

第3回 9月24日 会計基準の普及等について
事業報告書の様式の見直し等について

第4回 10月9日 情報基盤の整備
法人への指導・監督のあり方について

第5回 11月15日 報告書のとりまとめについて

16

共助社会づくり懇談会の開催実績



（主な課題）

① 寄附やボランティア、助成団体、融資関係者、行政といったステークホルダーが
ケースが多くみられる

② 情報開示が進まないことで、

情報開示のあり方（信頼性の向上に関するＷＧ報告書）

出典：内閣府「ＮＰＯ法人に関する世論調査」（平成25年８月公表） 出典：内閣府「ＮＰＯ法人に関する世論調査」（平成25年８月公表）

その目的や活動内容に共感を得る必要があること、団体・スタッフ共に市民の信頼を得る必要
があること、寄附金が有効に使われ、成果を上げていることをきちんと伝えていくことが重要

【図表6】情報量に対する認識

Ｑ．入手できるＮＰＯ法人に関する情報の充実度について満足していますか。
（n=1,784）

1.5%

11.0% 19.4% 13.8% 47.9% 6.3%

満足している（小計）12.5％ 満足していない（小計）33.2％

満足している どちらかといえば
満足している

わからないどちらかといえば
満足していない

満足していない

情報を入手していない

出典：内閣府「ＮＰＯ法人に関する世論調査」（平成25年８月公表）

活動実績が市民に

届いていない



ＷＧで提示された主な方向性

② 寄附者等が求めている

• 行政に提出する事業報告書等に加え、より詳しく分かりやすい寄附者等向け
の年次報告書等の作成の促進

• ＮＰＯ等に係る各種調査結果を広くＮＰＯ等と共有

情報開示のあり方（信頼性の向上に関するＷＧ報告書）

① 寄附者等にとって 等の作成に向けた様式の改善

• 少なくとも組織体制や総会の開催実績など、寄付者やボランティア等にとって
重要な法人のガバナンス情報まで把握できるような事業報告書等の作成を促
進していくべき

• 寄附者等にとって分かりやすい内容にすることが重要

• 必ずしも内閣府及び所轄庁の示している様式例に従う必要がない点も明示し
ていくべき

○ 寄附者等が情報開示に期待していることは、団体のミッションや活動内容

• 米国においては、ＮＰＯ法人はＩＲＳ（米国国税庁）には義務付けられている定型的な報告を行う一方で、寄附者向けに
は別途アニュアルレポートを作成し、各団体が工夫した情報発信を行っている

• ＮＰＯ法人や公益社団・財団法人等自らが行う情報発信に関しては、毎年の活動の写真等も活用するなど、寄附者等
の視点に立った分かりやすい情報発信が重要であり、そうした分かりやすい情報発信を行うことで新たな寄附の獲得に
つながった事例も見られる

• 事業報告書に関しては、本来は自由記載であるが、各所轄庁が示している様式に従って作成されることが多い。多くの
所轄庁はその記載例に組織体制や総会の開催実績等を載せていないことから、その例に従って記載された事業報告
書では、寄附者等が信頼に足る法人か否か判断する材料が不足するとの指摘がある



（３）事業報告書の記載例

―情報開示のあり方を踏まえた記載例―
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事業報告書の記載事項

※書き方は自由（活動内容、組織体制等を分かりやすく記載する）

① 本事業報告書の記載内容は一例であって、事業活動の状況、組織運営の状況等、様々な
実情に合わせて、一般市民に分かりやすい内容で自由に記載する。

② 活動内容に関する写真、イラスト、図表、補足資料などがあれば、適宜に事業報告書に掲
載若しくは別添資料（報道情報、パンフレット等）として添付する。

1.事業の成果

2.事業の実施に関する事項
（1）特定非営利活動に係る事業
（2）その他の事業

3.実施体制等に関する事項
（1）総会の開催状況
（2）理事会の開催状況
（3）事務局職員の状況

4.社員、支援者等に関する事項
（1）会員等の状況
（2）ボランティアの状況

開催状況を記載

開催日時・開催場所・出席者・議事内容
等

主たる事務所、従たる事務所、その他に
定款に記載する事務所以外に事業活動
の拠点で従事する職員の状況を記載

定款に記載する会員種別と一致させ、
法上の社員を明らかにする
（社員は10人以上を有する）

ボランティアは事業活動に支援があった
場合に記載

記載のポイント
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（参考事例）事業報告書の記載例
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３．ＮＰＯ会計基準の留意点について

22



（１）活動計算書導入の経緯

―国民生活審議会から内閣府研究会まで―

23



ＮＰＯ法人会計基準策定の経緯と経過

平成19年6月 「特定非営利活動法人制度の見直しに向けて」
（内閣府国民生活審議会総合企画部会報告）

・会計処理の目安となる会計基準の策定が適当
・民間主導での基準策定の動き

平成10年3月 「特定非営利活動促進法」成立

平成11年6月 「特定非営利活動法人の会計の手引き」公表
（経済企画庁（現内閣府）国民生活局）

平成21年3月 「ＮＰＯ法人会計基準協議会」発足

平成22年7月 「ＮＰＯ法人会計基準」策定
（平成23年11月改訂）

平成23年5月 「特定非営利活動法人の会計の明確化に
関する研究会」（内閣府）

平成23年6月 「改正特定非営利活動促進法」成立
（平成24年4月1日施行）

平成25年6月頃に改正法施行後 初の事業報告書が多く提出される見込み

・市民のチェックを期待した情報公開
・行政の関与を少なくした自由な市民活動

・あくまでも例示の位置づけ
・昭和60年公益法人会計基準（一取引二仕訳）

・会計の明確化
・「収支計算書」から「活動計算書」に変更

・公認会計士・税理士・ＮＰＯ関係者等の民間
主導で議論

・オープンな形で議論

・市民にとってわかりやすい会計報告
・社会の信頼にこたえうるような正確な会計報告
・内閣府及び所轄庁はオブザーバーとして参加

・所轄庁が活用する新しい手引きの必要性
・同年11月報告書公表
⇒「ＮＰＯ法人会計基準」は特活法人の望ましい会計基準

である

⇒会計監査を行うに当たっては、首尾一貫した会計を
実践するための適切な会計基準が必要

普及・啓発 24



（２）法改正による変更について

―収支計算書から活動計算書への移行―

25



 「収支計算書」の名称を「活動計算書」に改正

その際、当分の間「収支計算書」を提出することが
できるよう、附則（経過措置）で措置

活動計算書及び貸借対照表を「計算書類」とし、財
産目録を附属書類と整理

区分経理に関する運用として、活動計算書において
区分すれば足り、事業目的により貸借対照表の区
分表示までは義務付けられないよう見直し

26

改正前 改正後

収支計算書

貸借対照表

財産目録

計算書類

・活動計算書
・貸借対照表

・計算書類の注記

付属書類

・財産目録＋
＋

＋



単式簿記と複式簿記

• 収支計算書の単式簿記は、一つの取引において発生した
資金のフローのみに着目した簿記

• 活動計算書の複式簿記は、一つの取引において発生した
資産・負債の増減を両方記入した簿記

• 単式簿記の例

• 複式簿記の例

日付 収入 支出

○/○ 書籍購入費 2,000

日付 借方 貸方

○/○ 書籍 2,000

現金 2,000

27



活動計算書とは

• 事業年度におけるNPO法人の活動状況を表す計算書

⇒営利企業における損益計算書に相当するフローの
計算書であり、NPO法人の財務的生存力を把握する

• 受け取った会費や寄附金、事業の実施によって得た収
益や、事業に要した費用、法人運営に要した費用等を
記載するもの

28



収支計算書と活動計算書の違い①

• 収支計算書

収入・支出の動きに焦点を当てた「資金の範囲」に含まれる
部分の動きを表す財務諸表

• 活動計算書

 当期正味財産の増減原因を示すフローの計算書。法人の財
務的生存力を把握する上で重要なもののひとつ。

 ストックの計算書である貸借対照表との整合性を確認できる

29

資産

負債
資金

収支計算書に
よって把握 活動計算書に

よって把握
正味
財産



収支計算書と活動計算書の違い②

• 収支計算書から活動計算書に切り替わることで、

① 一取引二仕訳が不要に

② 「資金の範囲」が不要に

③ 「正味財産の部」が不要に

④ 事業費の内訳が人件費とその他経費に

⑤ 減価償却費の計上（固定資産の増減を注記で記載）

⑥ 借入金の増減を注記で記載することに

⑦ 棚卸資産、各種引当金等、資金とされない収益・費用の
計上

⑧ 貸借対照表との整合性を簡単に確認できる

30



①一取引二仕訳が不要に

• 収入と支出の内容を明らかにするための仕訳

• 「資金」と「非資金」（資金以外の財産）の両方に関係する取
引について「一取引二仕訳」を行うことにより収入と支出とい
う資金の増減内容と資金以外の財産の増減内容の全容を
明らかにすることができるようにしたもの

（固定資産の取得の例）
一取引二仕訳の場合 活動計算書の場合

借方 貸方

土地購入支出
10,000,000

現金
10,000,000

土地
10,000,000

土地購入額
10,000,000

借方 貸方

土地
10,000,000

現金
10,000,000

31



②「資金の範囲」が不要に

32

• 収支計算書では、法人が「資金の範囲」を実態に合
わせて定めた上で、収支計算書への計上の要否を
決定し、注記することが必要

例）現金預金、短期金銭債権債務等、短期借入金等も含め
た正味運転資金

• 活動計算書では、正味財産の増減は全て計上され
るため、「資金の範囲」が不要



③「正味財産増減の部」が不要に

33

• 収支計算書では、資金の収支のみが記載されるこ
とから、貸借対照表との接合のために、「正味財産
増減の部」を作成することが必要

• 「正味財産増減の部」では、「資金の範囲」に含まれ
ない正味財産の増減、借入金収入など正味財産の
増減に影響を及ぼさない収入の調整を行うことで、
正味財産の増減を計算

• 活動計算書では、元来正味財産の増減に着目して
いるので、こうした追加の計算が不要



34

• 収支計算書では、「事業費」の内訳は個別の事業ご
との費用となっていた

• 活動計算書では、「事業費」の内訳として「人件費」
に幾ら使ったか、「その他経費」に幾ら使ったか記載
することに変更

• 義務ではないが、注記において個別の事業ごとの
内訳を記載することが法人の活動の透明性確保に
おいて望ましい

④事業費の内訳が人件費とその他経費に



⑤減価償却費の計上

• 収支計算書では、固定資産支出を計上

• 活動計算書では、建物のように何年若しくは何十年かけて使っていくものに
関しては、価値は購入から年数を重ねるごとに減少していくと考えられる。
そのため、まずは取得価額を資産として計上し、その後、耐用年数に応じて
価値を減じていく。活動計算書では資産を費消したとして、損失として減価
償却費を計上。

• 資金の変動よりもその経済活動や経済的価値の変動との整合性を重視し
た考え方

• 固定資産の増減は注記で記載

具体例

• 定額法の場合、「減価償却対象有形固定資産÷耐用年数」

• 例えば、建物建設に５億円かかったとすると、減価償却金額は、
毎年１０,０００千円（ ５００,０００千円÷５０年）となる

• 減価償却累計額は、償却年数×一年当たり償却額、例えば上記の例で
１０年たてば１０,０００千円Ｘ１０年で１００,０００千円
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⑥借入金の増減を注記で記載することに

36

• 収支計算書では、資金のフローに着目していたため、
借入金であっても資金が流入すれば収入として、返済
であっても流出すれば支出として計上

• 活動計算書では、借入金収入および返済は正味財産
の増減に影響を及ぼさないため計上しない

• ただし、借入金の増減推移は法人の財務的生存力を
把握する上で重要な要素であることから注記で記載



⑦資金とされない収益・費用の計上

37

• 収支計算書では、「資金の範囲」に含まれない正味
財産の増減は計上されなかった。

例）退職給付引当金、貸倒引当金、棚卸資産（「資金
の範囲」を短期金銭債権債務等とした場合）等

• 活動計算書では、上述の例は全て正味財産の増減
に影響を与えるので収益、費用に計上



⑧貸借対照表との整合性を簡単に確認できる

38

• 収支計算書では、「正味財産増減の部」を作成し、
計算して初めて貸借対照表と整合的な計算書類に

• 活動計算書では、作成した段階で、

– 「前期繰越正味財産」と前期末の「正味財産の部
」の合計額が一致

– 「正味財産の部」の合計額と活動計算書の末尾（
「次期繰越正味財産額」）が一致

– 「資産合計」と「負債及び正味財産合計」が一致



活動計算書と収支計算書の比較（１）

科目 金額

Ⅰ経常収益
１．受取会費

正会員受取会費
賛助会員受取会費

２．受取寄附金
受取寄附金
施設等評価益

３．受取助成金
受取民間助成金
・・・・・・・・・・・・・

４．事業収益
○○事業収益
△△事業収益

５．その他収益
受取利息
雑収益

経常収益計

Ⅱ経常費用
１．・・・・・・・・・・

×××
×××

×××
×××

×××
×××

×××
×××

×××
×××

×××

×××

×××

×××

×××
×××

科目 金額

（資金収支の部）
Ⅰ経常収入の部

１．会費・入会金収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入

２．事業収入
○○事業収入
△△事業収入

３．寄附金収入
４．補助金等収入

民間助成金収入
×××収入

５．その他収入
受取利息
雑収入

経常収入計

Ⅱ経常支出の部
１．・・・・・・・・・・・・・・

×××
×××

×××
×××

×××
×××

×××
×××

×××

×××
×××

×××

×××
×××

活動計算書 収支計算書
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活動計算書と収支計算書の比較（２）
科目 金額

Ⅱ経常費用
１．事業費

⑴人件費
給料手当
法定福利費
・・・・・・・・・・

人件費計
⑵その他経費

会議費
旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費

・・・・・・・・・・・
その他経費計

事業費計
２．管理費

⑴人件費
役員報酬
給料手当
法定福利費
退職給付費用
・・・・・・・・・・・・
人件費計

⑵その他経費
会議費
旅費交通費
減価償却費
・・・・・・・・・・・・・
その他経費計

管理費計
経常費用計

科目 金額

Ⅱ経常支出の部
１.事業費

○○事業費
△△事業費

事業費計
２．管理費

役員報酬
給料手当

法定福利費
退職給付費
会議費
旅費交通費
・・・・・・・・・・・・

管理費計
経常支出合計

活動計算書 収支計算書

「人件費」と「その他経費」に分けた上で、
支出の形態別に内訳を記載する。

⇒事業ごとの区分は、「財務諸表の注
記」で事業ごとの内訳を表示が望ましい。
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活動計算書では固定資産支出
の代わりに計上



活動計算書と収支計算書の比較（３）

科目 金額

Ⅲ経常外収益
１．固定資産売却益

・・・・・・・・・・・・・・
経常外収益計

Ⅳ経常外費用
１．過年度損益修正損

・・・・・・・・・・・・・・・
経常外費用計

税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

活動計算書

科目 金額

Ⅲその他資金収入の部
１．固定資産売却収入

借入金収入
２．長期借入金収入

その他資金収入合計
Ⅳその他資金支出の部

１．固定資産取得支出
２．・・・・・・・・・・・・・・・

その他資金支出合計
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

（正味財産増減の部）
Ⅴ正味財産増加の部

１．資産増加額
当期収支差額
・・・・・・・・・・・

２．負債減少額
・・・・・・・・・・・

増加額合計
Ⅵ正味財産減少の部

１．資産減少額
・・・・・・・・・・・・

２．負債増加額
・・・・・・・・・・

減少額合計
当期正味財産増加額
前期繰越正味財産額
当期正味財産合計

収支計算書

活動計算書では不要に！！

貸借対照表の正味財産の部の
合計と一致する。

活動計算書では、減価償却費
を計上

貸借対照表の正味財産の部の
合計と一致する。
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貸借対照表とは

• 事業年度末におけるNPO法人の全ての資産、負債及び正味

財産の状態を示すものであり、資金の調達方法（負債及び
正味財産）及び保有方法（資産）から、NPO法人の財務状況
を把握することができる

• 流動資産として現金預金、未収金、棚卸資産、前払金等を、
固定資産として土地・建物、什器備品、長期貸付金等を、
流動負債として短期借入金、未払金、前受金等を、
固定負債として長期借入金、退職給付引当金等を記載
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貸借対照表の様式例
貸借対照表

××年××月××日現在

（単位：円）

科目 金額

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

現金預金 ×××

○○援助事業用預金 ×××

流動資産合計 ×××

２．固定資産

（１）有形固定資産

車両運搬具 ×××

有形固定資産計 ×××

（２）無形固定資産

ソフトウエア ×××

無形固定資産計 ×××

（３）投資その他の資産

○○基金事業用預金 ×××

投資その他の資産計 ×××

固定資産合計 ×××

資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部

1.流動負債

未払金 ×××

前受助成金 ×××

預り金 ×××

流動負債合計 ×××

2.固定負債

役員借入金 ×××

固定負債合計 ×××

負債合計 ×××

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 ×××

当期正味財産増減額 ×××

正味財産合計 ×××

負債及び正味財産合計 ×××
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財産目録とは

• 計算書類を補完する書類として位置づけられ
るもの

• 科目等は貸借対照表とほぼ同様であるが、そ
の内容、数量等のより詳細な表示がなされる

• また、金銭評価できない歴史的資料のような
資産についても、金銭評価はないものの記載
をすることは可能
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財産目録の様式例
財産目録

××年××月××日現在

（単位：円）

科目 金額

Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金
手元預金
××銀行普通預金

×××
×××

未収金
××事業未収金 ×××

流動資産合計 ×××

２．固定資産

（１）有形固定資産
什器備品

パソコン１台
応接セット

×××
×××

有形固定資産計 ×××

（２）無形固定資産
ソフトウエア

財務ソフト ×××

無形固定資産計 ×××

（３）投資その他の資産

敷金 ×××

投資その他の資産計 ×××

固定資産合計 ×××

資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部

1.流動負債
未払金
事務用品購入代 ×××

預り金
源泉所得税預り金 ×××

流動負債合計 ×××

2.固定負債
役員借入金
長期借入金
××銀行借入金

×××

×××

固定負債合計 ×××

負債合計 ×××
正味財産 ×××
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財務諸表の注記とは

• 「財務諸表の注記」は、「活動計算書」や「貸借対照
表」と並び財務諸表を構成するもの（詳細は後述）

• 該当がない事項：記載する必要なし

• 該当がある事項：確実に注記することが必要

※ 低限、「重要な会計方針」は、書かれていることが必要
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活動計算書と貸借対照表の関係

• フローの計算書である活動計算書とストックの計算書であ
る貸借対照表は、整合的な書類となる（NPO法人の信頼
性向上）

• 具体的には、

活動計算書における「次期繰越正味財産額」と貸借対照
表における「正味財産合計」と一致

※小規模法人などで、現預金以外には資産・負債がない場
合には、「現預金」と「正味財産額」が一致

活動計算書と貸借対照表の整合性を簡単にチェックできる
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活動計算書と貸借対照表の整合性

Ⅰ 資産の部
1.流動資産

……… ×××

流動資産合計 ×××

2.固定資産
……… ×××

固定資産合計 ×××

資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部

1.流動負債

……… ×××

流動負債合計 ×××

2.固定負債

……… ×××

固定負債合計 ×××

負債合計 ×××

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産 ×××

当期正味財産増減額 ×××

正味財産合計 ×××

負債及び正味財産合計 ×××

Ⅰ 経常収益
1.受取会費
……… ××× ×××

…………
経常収益計 ×××

Ⅱ 経常費用
1.事業費
(1)人件費
……… ×××

(2)その他経費
……… ×××

事業費計 ×××

2.管理費
(1)人件費
……… ×××

(2)その他経費
……… ×××

管理費計 ×××

経常費用計 ×××

当期正味財産増減額 ×××

前期繰越正味財産額 ×××

次期繰越正味財産額 ×××

貸借対照表活動計算書
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（３）活動計算書の注記
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注記の記載（１）

• 重要な会計方針

• 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び
当該変更による影響額

• 特活事業とその他の事業を区分するほかに、更に詳細の事
業費の内訳又は事業別損益の状況を記載する場合にはそ
の内容

• 施設の提供等の物的サービスを受け入れたことを計算書類
に記載する場合には、受け入れたサービスの明細及び算定
方法

• ボランティアとして、活動に必要な役務の提供を受けたことを
計算書類に記載する場合には、受け入れたボランティアの
明細及び算定方法
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重要な会計方針の記載例

１．重要な会計方針
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年7月20日ＮＰＯ法人会計基準協議
会）によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。ま
た計上額の算定方法は「３. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記
載しています。

(3)ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「４．活動の原価の算定にあたって必要なボ
ランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4)消費税等の会計処理
消費税は税込経理によっています。

２．会計方針の変更
・・・・・・・・・・・
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事業別損益の状況

（単位：円）

科目 Ａ事業費 Ｂ事業費 Ｃ事業費 Ｄ事業費 事業部門計 管理部門 合計
Ⅰ 経常収益
１． 受取会費 ××× ×××
２． 受取寄附金 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
３． 受取助成金等 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
４． 事業収益 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
５． その他収益 ××× ×××
経常収益計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

Ⅱ 経常費用
１．人件費

給料手当 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

臨時雇賃金 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
･･････････ ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
人件費計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

２．その他経費
業務委託費 ××× ××× ××× ××× ××× ×××
旅費交通費 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
･･････････ ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
その他経費計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

経常費用計 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××
当期経常増減額 ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

利用者の視点：どの事業にどのようなお金が使われているの
かがわかる → 強制ではなく推奨
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注記の記載（２）

• 使途等が制約された寄附金等の内訳

• 固定資産の増減内訳

• 借入金の増減内訳

• 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者は、以下のいずれかに該当する者
をいう。

a. 役員及びその近親者（２親等内の親族）

b. 役員及びその近親者が支配している法人

なお、役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い
並びにこれらに準ずる取引の注記は法人の任意とする。
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科目
計算書類に

計上された金額
内役員及び近親者

との取引

（活動計算書）
受取寄附金 10,328,000 2,000,000

活動計算書計 10,328,000 2,000,000

固定資産・借入金の増減内訳等の記載例

●固定資産の増減内訳

●借入金の増減内訳

●役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引の内容は以下のとおりです。

科目 期首取得価額 取得 減少期末取得価額減価償却累計額期末帳簿価額
有形固定資産

車両運搬具 2,000,000 2,000,000 △ 500,000 1,500,000
無形固定資産

ソフトウエア 300,000 300,000 △ 100,000 200,000
投資その他の資産

C基金事業用預金 10,000,000 10,000,000 10,000,000
合計 10,300,000 2,000,000 0 12,300,000 △ 600,000 11,700,000

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
長期借入金
役員借入金

1,000,000
0

0
1,000,000

200,000
230,000

800,000
770,000

（単位 円）

（単位 円）
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注記の記載（３）

• その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の
状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必
要な書類

• 例えば、以下のような事項のうち重要性が高いと判断される
事項が存在する場合には、当該事項を記載する。

現物寄附の評価方法

事業費と管理費の按分方法

貸借対照表日後に発生した事象で、次年度以降の財産
又は損益に影響を及ぼすもの（後発事象）

その他の事業に固有の資産を保有する場合はその資産
の状況及び事業間で共有的な資産（後者については按
分不要）
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活動計算書において留意すべき会計上の
取扱い（NPO法人特有の取扱い）

① 使途等が制約された寄附金等の取扱い

② 対象事業及び実施期間が定められている補助金、助成
金等の取扱い（負債処理含む）

③ 会費の計上方法

④ 事業費と管理費の按分

⑤ ボランティアによる役務の提供等の取扱い

⑥ 特定資産について
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① 使途等が制約された寄附金等の取扱い

• 原則

寄附金については、受け取ったときに、「受取寄附金」とし
て計上する。

• このうち使途等が制約された寄附金について

原則、その内容、正味財産に含まれる期首残高、当期増加

額、当期減少額、正味財産に含まれる期首残高等を注記

• 使途等が制約された寄附金で重要性が高い場合には、一

般正味財産と指定正味財産を区分して表示することが望ま

しい（複数事業年度にまたがらないものや重要性が高くな

いものまで区分表示を求める必要はない）
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② 対象事業及び実施期間が定められている
補助金、助成金等の取扱い

• 使途等が制約された寄附金等として扱う

• 当期に使用した額は収益（受取補助金）として活動
計算書に計上

その内容、正味財産に含まれる期首残高、当期増加額、
当期減少額、正味財産に含まれる期末残高等を注記で
表示

重要性が高い場合には、寄附金と同様に、正味財産を一
般正味財産、指定正味財産に区分し、当該補助金等を指
定正味財産に計上が望ましい

⇒公益法人会計基準と同様の処理
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③ 会費の計上方法

• 会費として取り扱われているものには、
① 社員（正会員）たる地位にある者が会を成り立たせる

ために負担すべきもの

② 支出する側に任意性があり、直接の反対給付がない
経済的利益の供与としての寄附金の性格を持つもの（
「賛助会員受取会費」等）

③ サービスの利用の対価としての性格をもつもの

• ①、②⇒「受取会費」として、実際に入金したときに計上
（確実に入金されることが明らかな場合は、その時点で
計上することもあり得る）

• ③⇒「事業収益」として、サービスを提供した時点で計上
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計上する際の仕訳例

• 例えば、寄附金100万円を受け取ったものの、2年かけて使
用することが求められている場合、

• 会費１万円だが、翌年度分も含めて受け取った場合
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借方 貸方

現金（受取寄附金）
1,000,000

一般正味財産 500,000
指定正味財産 500,000

借方 貸方

現金（受取会費） 20,000 前受会費 10,000
一般正味財産 10,000



内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考

○○援助事業 0 5,000,000 2,000,000 3,000,000 翌期に使用予定の支
援用資金

○○基金事業 10,000,000 0 0 10,000,000 A事業のための基金

○○助成団体助成金 0 4,000,000 4,000,000 0

助成金の総額は
5,000,000円。当期
受入額との差額
1,000,000円は前受
助成金として貸借対
照表に計上していま
す。

○○自治体補助金 0 2,000,000 2,000,000 0 B事業の補助金

合 計 10,000,000 11,000,000 8,000,000 13,000,000

使途等が制約された寄附等の内訳の記載例

●使途等が制約された寄附等の内訳

使途等が制約された寄附等の内訳は以下の通りです。当法人
の正味財産は15,000,000円ですが、そのうち13,000,000円は

○○援助事業と○○基金事業に使用される財産です。したがっ
て、使途が制約されていない正味財産は2,000,000円です。
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④ 事業費と管理費の費目別内訳、按分方法（１）

• 費用の分類は、まず「事業費」と「管理費」に分ける

• 事業費：NPO法人が目的とする事業を行うために直接要
する人件費やその他の経費

• 管理費：NPO法人の各種の事業を管理するための費用

⇒人件費とその他経費に分けた上で、支出の形態別に
内訳を記載する。

• 複数事業を行っている場合には、事業ごとの金額表示を
注記にて表示（法人の任意の判断）

• 共通経費については、按分を実施
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④ 事業費と管理費の費目別内訳、按分方法（２）

• 按分の方法については、合理的に説明できる根拠に基づき按
分される必要。重要性が高いと認められるものについては、按
分方法を注記することが望ましい。

• 按分方法の例

従事割合（科目例：給与手当、旅費交通費等）

使用割合（科目例：通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、
地代家賃等）

建物面積比（科目例：水道光熱費、地代家賃、減価償却費、
保険料等）

職員数比（科目例：通信運搬費、消耗品費、水道光熱費、
地代家賃等）
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⑤ ボランティアによる役務の提供等の取扱い

• ボランティアの受け入れをした場合や無償又は著しく低い価
格での施設の提供等の物的サービスを受けた場合について
は、従来会計的に認識しない

• これに加えて、「合理的に算定できる場合」には注記が可能

• さらに、「客観的に把握できる場合」には、注記に加え、活動
計算書への計上も可能
⇒ ボランティアを活動規模、事業規模として認識可能に

※認定を受けて優遇措置を受けようとする場合においては、寄
附金との異同について厳密に審査する必要があることに留意

＜金額換算の根拠の例＞
法人所在地における厚生労働省が公表している 低賃金（時間給）を従事時間数

で乗じた額
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⑥ 特定資産について（貸借対照表上の取扱い）

• 特定の目的のための資産を有する場合には、
特定資産として独立して表示

• 具体例

①寄附者により使途等が制約されている資産

②NPO法人自ら指定した資産
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⑦ 経過措置について（１）

• 過年度分の減価償却費

減価償却を行っていない法人については、原則とし
て適用初年度に過年度分の減価償却費を計上。この
場合、過年度の減価償却費については、経常外費用
に、「過年度損益修正損」として表示。

※過年度分の減価償却費を一括して計上せず、適用
初年度の期首の帳簿価格を取得価格とみなし、当
該適用初年度を減価償却の初年度として、以後継
続的に減価償却することも認める。この場合、重要
な会計方針として注記する。 66



⑦ 経過措置について（２）

• 過年度分の収支計算書の修正、正味財産の区分
⇒遡りの修正を行う必要なし

• 適用初年度における「前期繰越正味財産額」

⇒適用初年度における「前期繰越正味財産額」は、前事業
年度の貸借対照表における「正味財産合計」を記載

• 収支予算書及び収支計算書による代替

⇒改正法附則では、当面の間、活動予算書、活動計算書
に代えて従来の収支予算書、収支計算書の作成、提出
が認められている
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（４）提出前のチェックポイント
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財務諸表等の作成にあたって

• 決算書は期中の仕訳の積み重ねと決算整理仕訳
によるもの

• ①日々の取引の仕訳を適正に行っていること

• ②適正な決算整理仕訳ができているか

が重要な要素。
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具体的なチェックポイント

• 「前期繰越正味財産」と前期末の「正味財産の部」
の合計額が一致

• 「正味財産の部」の合計額と活動計算書の末尾
（「次期繰越正味財産額」）が一致

• 「資産合計」と「負債及び正味財産合計」が一致
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